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○
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
土
地
又
は
水
面
の
立
入
り
）

（
土
地
又
は
水
面
の
立
入
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

気
象
庁
長
官
は
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

独
立
行
政
法
人
気
象
研
究
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
二
条
に
お
い
て
「
研
究
所

」
と
い
う
。
）
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

気
象
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
に
立
入
り
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は

、
研
究
所
に
対
し
、
当
該
立
入
り
の
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
示
し
て
こ
れ
を
実

施
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

４

気
象
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
に
よ
り
そ
の
職
員
又
は
研
究
所

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
又
は
か
き
、
さ
く
等
で
囲
ま
れ
た
土
地
若
し
く
は
水
面

に
宅
地
又
は
垣
、
さ
く
等
で
囲
ま
れ
た
土
地
若
し
く
は
水
面
に
立
ち
入
ら
せ
る
場
合

に
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
そ
の
所
有
者
、
占
有

に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
そ
の
所
有
者
、
占
有
者
又
は
占
用
者
に
通
知

者
又
は
占
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
あ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る

ら
か
じ
め
通
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
身
分
証
票
）

（
身
分
証
票
）

第
四
十
二
条

第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
又
は
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

第
四
十
二
条

第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
又
は
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
当
該
業
務
に
従
事
す
る
職
員
又
は
研
究
所
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す

定
に
よ
り
当
該
業
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関

証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
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〇
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
百
二
十
四
条
の
三
関
係
）

別
表
第
三
（
第
百
二
十
四
条
の
三
関
係
）

名

称

根

拠

法

名

称

根

拠

法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

独
立
行
政
法
人
気
象
研
究
所

独
立
行
政
法
人
気
象
研
究
所
法
（
平

成
二
十
年
法
律
第

号
）
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〇
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四
条

船
員
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条

船
員
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
中
略
）

（
中
略
）

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

名

称

根

拠

法

名

称

根

拠

法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

独
立
行
政
法
人
気
象
研
究
所

独
立
行
政
法
人
気
象
研
究
所
法
（
平
成
二

十
年
法
律
第

号
）


